
令和８年４月             はしま会議所タイムズ              第 336 号付録 

※お知らせいただいた個人情報は、本相談会に関する事務連絡以外には使用いたしません。 

※この事業は、岐阜県からの補助金を受けています。 2026 年 4 月 10 日 羽島商工会議所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

羽島商工会議所では、毎月１回、㈱日本政策金融公庫国民生活事業融資担当による 

金融相談会を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【場 所】 ： 羽島商工会議所 

【相談員】 ： ㈱日本政策金融公庫 岐阜支店 国民生活事業 融資担当 

【相談日】 ： 原則、毎月第１水曜日 午前１０時より１２時まで 

（但し、相談員等の都合により日程を変更する場合があります。 

開催日は、はしま会議所タイムズもしくはＨＰにてご確認下さい。） 

【予 約】 ： 前週金曜日までに時間をご予約ください。 

    ※ご予約がない場合、開催されないことがあります。何卒ご了承ください。 

【ご準備いただくもの】：過去２期分の決算書・確定申告書 

（創業して間もない方は１期分のみで可） 

            創業融資を希望する方は創業計画書 

（書式は㈱日本政策金融公庫のホームページからダウンロード） 

【お問合せ】：お問合せ、お申込みは下記までご連絡ください。 

〒501-6241 羽島市竹鼻町 2635 羽島商工会議所 中小企業相談所 

TEL:058-392-9664 FAX:058-392-6708 E-mail:info@hashima-cci.or.jp 

日本政策金融公庫 国民生活事業  融資の特徴 
１ 事業を営むほとんどの方※にご利用いただけます。 

２ 新たに事業を始める方にもご利用いただけます。 

３ 無担保・無保証人での融資や、第三者の方の保証や担保を 

  不要とする融資をお取扱いしています。 

４ 長期のご返済でお利息は固定金利です。 

※投機的事業、一部の遊興娯楽事業等の業種の方にはご利用いただけません。 

毎月開催 

少しでも有利な

借入がしたい。 

資金繰りをどうし

たらよいか。 


